
日 本 司 法 福 祉 学 会 文 書 等 管 理 規 程  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  本 規 程 は 、 日 本 司 法 福 祉 学 会 （ 以 下 「 本 会 」 と い う 。） が 管 理 す

る 文 書 （ 電 磁 的 記 録 を 含 む 、 以 下 同 じ 。） の 保 存 、 管 理 等 に 関 し 、 必 要

な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 適 用 範 囲 ）  

第 ２ 条  本 規 程 は 、 本 会 が 作 成 ま た は 取 得 し た 書 類 、 規 程 、 学 会 誌 、 契 約

書 、 報 告 書 等 で 、 一 定 期 間 の 保 存 を 要 す る も の に 対 し て 適 用 す る も の と

す る 。  

（ 文 書 管 理 責 任 者 ）  

第 ３ 条  文 書 管 理 責 任 者 は 、 事 務 局 長 と す る 。  

（ 文 書 の 保 存 ）  

第 ４ 条  文 書 の 保 存 は 、 別 に 定 め の あ る 場 合 を 除 き 、 別 表 の と お り と す る 。  

２  別 表 に 記 載 の な い 文 書 に つ い て は 、 類 似 文 書 を 参 考 と し て 、 文 書 管 理

責 任 者 が 、 会 長 の 承 認 を 得 た 上 で 、 そ の 保 存 期 間 を 定 め る こ と が で き る 。  

（ 保 存 期 間 の 起 算 ）  

第 ５ 条  文 書 の 保 存 期 間 の 起 算 日 は 、 文 書 を 作 成 ま た は 取 得 し た 年 度 の 翌

年 度 の ４ 月 １ 日 と す る 。  

（ 保 存 文 書 の 廃 棄 ）  

第 ６ 条  保 存 期 間 を 経 過 し た 文 書 は 、 文 書 管 理 責 任 者 が 、 会 長 の 承 認 を 得

た 上 で 、 廃 棄 す る も の と す る 。 た だ し 、 廃 棄 時 に お い て 特 に 必 要 と 認 め

た 場 合 に は 、 保 存 期 間 を 延 長 ま た は 電 磁 的 記 録 と し て 保 存 す る こ と が で

き る 。  

２  文 書 の 廃 棄 は 、 当 該 文 書 の 内 容 、 個 人 情 報 の 有 無 等 を 考 慮 し て 、 焼 却 、

溶 解 、 細 断 等 に よ り 行 う 。  

（ 改 廃 ）  

第 ７ 条  本 規 程 の 改 廃 は 、 理 事 会 の 議 決 に よ り 行 う 。  

附 則  

 本 規 程 は 、 令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



 

別 表  

種 別  保 存 期 間  分  類  

１  永 久  総 会 及 び 理 事 会 の 議 事 録  

学 会 発 行 出 版 物 （ 最 低 １ 冊 ）  

決 算 に 関 す る 重 要 な 文 書  

２  １ ０ 年  契 約 等 に 関 す る 重 要 な 文 書  

規 約 、 制 度 、 組 織 の 改 廃 等 に 関 す る 文 書  

会 員 名 簿 、 入 会 申 込 書 、 退 会 申 込 書  

３  ５ 年  会 計 勘 定 の 記 録 及 び 整 理 に 関 す る 文 書  

役 員 の 選 出 等 に 関 す る 文 書  

理 事 会 及 び 委 員 会 メ ー リ ン グ リ ス ト に 投 稿 さ れ
た メ ー ル  

４  １ 年  第 １ 種 か ら 第 ３ 種 ま で に 属 さ な い 文 書  

 

 

 


